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経　費　見　積　書


	事業名
	2026年度「あいちデジタルヘルスプロジェクト」社会実装先行事業委託業務（テーマ：　　　　　　　　　　　　　　　　）

	区　分
	細　目
	積　算　額
	備　考

	
	
	
	

	小　計
	
	
	

	租税公課
	消費税
	
	

	合　　計
	
	


※　委託費の内訳について、任意に区分して記載すること。
※　細目に関しては、人件費、交通費、印刷製本費等、可能な範囲で分類して記載すること。
※　合計金額は税込20,000,000円以内とすること。
※　記載項目が同様であれば、任意様式を用いても良い。

経費支出基準（対象経費）
· 人件費
　本業務の従業者に支払われる給与等
· 事業費
講師謝金：事業の実施に必要な謝金
交通費：事業の実施に必要な交通費（渡航費、電車代、タクシー代等）
補助員人件費：本業務に必要な業務補助等を行う補助員（アルバイト等）の賃金等
印刷製本費：報告書等の作成、資料等に必要な印刷製本費
消耗品費：事業の実施に必要な消耗品費
通信運搬費：事業の実施に必要な通信運搬費（電話代、郵送代等）
再委託費：一部の事業を再委託する場合の経費
賃借料：事業の実施に必要な機器等のリース・レンタル料、会場借上料
その他：本事業の実施に必要な物件費であって、上記経費以外に県が必要と認める経費
· 一般管理費
上記に掲げた経費を除く、本業務を行うために必要な経費であって、本業務に要した経費としての抽出・特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費であり、一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出する。
　一般管理費＝直接経費（人件費＋事業費）×一般管理費率
※　直接経費には、「再委託費」は含まない。
※　一般管理費率は、10％もしくは、委託契約締結時（契約変更の承認を行った場合は、その当該変更後の率）に上記の計算方法により算出した率のいずれか低い率とする。ただし、特殊要因等がある場合は、協議のうえ一般管理費率を決定する。
· 消費税及び地方消費税
　上記経費に係る消費税及び地方消費税

※特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するものは対象にできない。
（例：参加者に対する飲食費など）
※その他、地域未来交付金の要綱等において、「対象とならない経費」とされているものについては対象にできない。
※10万円以上の物品購入は控え、リース等の対応とすること。（購入が必要な場合は別途県と協議すること）
